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自都道府県の精神医療の俯瞰
• どのような疾患等の領域があるか

• どのくらいの医療機関がそれら疾患

等を診療しているか

• どのくらいの患者がいるか

• ２次医療圏でゼロの領域があるか

? 疾患ごとの診療実績
疾患区分 ●/○ SP 2018年3月
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うつ・躁うつ病

統合失調症

発達障害

アルコール依存症

薬物依存症

認知症

児童・思春期精神障害

統合失調症の精神病床での入院患者数
統合失調症外来患者数1回以上
統合失調症外来患者数2回以上
治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した入院患者数(精神病床)
治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した外来患者数1回以上

項目
統合失調症を入院診療している精神病床を持つ病院数
統合失調症を外来診療している医療機関数
治療抵抗性統合失調症治療薬を精神病床の入院で使用した病院数
治療抵抗性統合失調症治療薬を外来で使用した医療機関数

認知行動療法を外来で実施した医療機関数
うつ・躁うつ病の精神病床での入院患者数
うつ・躁うつ病外来患者数1回以上
うつ・躁うつ病外来患者数2回以上

治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した外来患者数2回以上
統合失調症患者における治療抵抗性統合失調症治療薬の使用率
うつ・躁うつ病を入院診療している精神病床を持つ病院数
うつ・躁うつ病を外来診療している医療機関数
閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法を実施する病院数

認知症を外来診療している医療機関数
認知症疾患医療センターの指定数
認知症の精神病床での入院患者数
認知症外来患者数
認知症疾患医療センターの鑑別診断数

閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法を受けた患者数
認知行動療法を外来で実施した患者数1回以上
認知行動療法を外来で実施した患者数2回以上
認知症を入院診療している精神病床を持つ病院数

20歳未満の精神疾患の精神病床での入院患者数
20歳未満の精神疾患外来患者数1回以上
20歳未満の精神疾患外来患者数2回以上
知的障害の精神病床での入院患者数
知的障害外来患者数

20歳未満の精神疾患を入院診療している精神病床を持つ病院数
dPAT先遣隊登録医療機関数
知的障害を入院診療している精神病床を持つ病院数
知的障害を外来診療している医療機関数
児童・思春期精神科入院医療管理料を算定された精神病床を持つ病院数

発達障害外来患者数2回以上
アルコール依存症を入院診療している精神病床を持つ病院数
アルコール依存症を外来診療している医療機関数
重度アルコール依存症入院医療管理加算を算定された精神病床を持つ病院数
アルコール依存症の精神病床での入院患者数

児童・思春期精神科入院医療管理料を算定された患者数
発達障害を入院診療している精神病床を持つ病院数
発達障害を外来診療している医療機関数
発達障害の精神病床での入院患者数
発達障害外来患者数1回以上

薬物依存症の精神病床での入院患者数
薬物依存症外来患者数1回以上

依存症集団療法を受けた外来患者数

アルコール依存症外来患者数1回以上
アルコール依存症外来患者数2回以上
重度アルコール依存症入院医療管理加算を算定された患者数
薬物依存症を入院診療している精神病床を持つ病院数
薬物依存症を外来診療している医療機関数

薬物依存症外来患者数2回以上

依存症集団療法を外来で算定された医療機関数

都道府県全域のシートと２次医療圏のシート
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多様な精神疾患の診療実績
疾患ごとの診療実績

疾患区分 項目 ●:重点指標

SP     
(structur
e/proces
s)

H26年度

統合失調症

統合失調症を入院診療している精神病床を持つ病院数 ● S 1,599
統合失調症を外来診療している医療機関数 ● S 7,605
治療抵抗性統合失調症治療薬を精神病床の入院で使用した病院数 S 155
治療抵抗性統合失調症治療薬を外来で使用した医療機関数 S 132
統合失調症の精神病床での入院患者数 …(A) P 341,456
統合失調症外来患者数(1回以上)         …(B) P 1,577,275
統合失調症外来患者数(継続) P 1,488,006
治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した入院患者数(精神病床) …(C) P 1,176
治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した外来患者数(1回以上)  …(D) P 937
治療抵抗性統合失調症治療薬を使用した外来患者数(継続) P 924
統合失調症患者における治療抵抗性統合失調症治療薬の使用率(C+D)/(A+B) P 0.11%

うつ・躁うつ病

うつ・躁うつ病を入院診療している精神病床を持つ病院数 ● S 1,597
うつ・躁うつ病を外来診療している医療機関数 ● S 8,385
閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法を実施する病院数 S 271
認知行動療法を外来で実施した医療機関数 S 250
うつ・躁うつ病の精神病床での入院患者数 P 189,955
うつ・躁うつ病外来患者数(1回以上) P 3,051,073
うつ・躁うつ病外来患者数(継続) P 2,744,150
閉鎖循環式全身麻酔の精神科電気痙攣療法を受けた患者数 P 3,638
認知行動療法を外来で実施した患者数(1回以上) P 10,184
認知行動療法を外来で実施した患者数(継続) P 6,602
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地域基盤整備に向けたモニタリング
65歳未満
65歳以上

前年比_全国
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対象：
2014年3月入院患者
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全国

対象：
2014年3月退院患者
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２．多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けた医療機能の明確化②

医療計画上の多様な精神疾患等ごとの医療機能の明確化のイメージ

圏
域

医療機関 統合失
調症

うつ
病等

認知
症

児
童

発達
障害

依存症
（＊）

PT
SD

高次
脳

摂食
障害

てん
かん

精神科
救急

身体合
併症

自殺
対策

災害
精神

医療
観察

全
域

A病院 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

B病院 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

C病院 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

○○
圏
域

A病院 ◎ ◎ ◎

D病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

E病院 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

F診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

G診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H訪看ST ○ ○ ○ ○

△△
圏
域

B病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

I病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

J病院 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

K病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

L診療所 ○ ○ ○

M診療所 ○ ○ 〇

◆
◆

圏
域

C病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

N病院 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O診療所 ○ ○ ○ ○
☆ ：都道府県連携拠点機能を担う医療機関、◎：地域連携拠点機能を担う医療機関、〇：地域精神科医療提供機能を担う医療機関 9

＊アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル等依存症に区分して対応



1. 医務の登録で数・名称の把握
精神病床を有する
精神科or心療内科の標榜

2. 1.で把握した全機関は630調査の対象
調査回答のエクセルは閲覧可能

→入院患者の疾患別の数値、特定の政策医療領域の普及が把握できる

3. 医療関係団体への依頼

・個々の訪問看護Stの把握
介護保険部署との調整が必要
630調査の対象

個々の医療機関の把握のために
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調査用のホームページイメージ
都道府県・医療機関・訪問看護ステーションはここから、調査票をダウンロード

調査票入力後のアップロードは、都道府県のみが行います
政令市はとりまとめたものを都道府県に送付ください

医療機関・訪問看護ステーションは、都道府県・政令市に送付します
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新630調査 –改善の方向性
1.630調査回収・集計フローの改善 2.630調査項目の簡易化 3.NDBの活用により即時性を高める。

630調査

NDB

回収・集計に2～3年

(利用なし)

従来

1.回収・集計フローの改善
2.調査項目の簡易化

により、年度内の集計値公表

3.NDBの活用

今後

精神保健福祉資料の作成方法
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調査票サンプル
エクセルになっています

• 集計作業はほぼ不要
• 在院患者関係の入力は2シートだけ

• プルダウンの選択肢を多用した入力フォーム
• コピーペースト可能

↑ 病院用 の入院患者入力票
訪問看護ステーション用
都道府県用 政令市とりまとめ必要 →
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新630調査 –調査票の配布・回収方法
調査票は、6月中に厚労省より都道府県・政令市、都道府県・政令市から医療機関に配布し、7月から8月にかけて下記流れ

で回収を行う。
ユーザー(都道府県/病院) NCNP

Excel

⑦ファイルを
ダウンロード

630調査
凡例

⑧ 集計・分析の実施
⑥’ FAXにて紙媒体を送付

(看)9月29日締切 ⑦’ ファイルを
Excelに転記

1.背景 2.考え方 3.方法

• 政令市からのとりまとめも
• 送付された回答済み調査票

は利用可能
→施策への活用

⑨NDBデータ等とあわせ
精神保健福祉資料の一部として公表
3月を予定

https://survey.ncnp.go.jp/app/s630/main.jsp

⑥都道府県はまとめて、各
病院・診療所からのファイ
ルをWebページへアップロ
ード（随時）
8月31日締切

ZIP

630調査
Webサイト

病院・診療所
訪看ST

②都道府県・政令市は、
各病院・診療所へ調査ｴｸｾﾙファイルを送付するか、
Webサイトをお知らせする

Excel

③各病院・診療所は、病院・診療所
用調査票を調査票に入力(Webペ
ージにアクセスして調査票をダウンロ
ード後)

①調査を依頼
厚生労働省

ZIP

⑤政令市は回答済の病院・
診療所からのファイルを都
道府県へ送付

都道府県
47ユーザー

政令市
20ユーザー

病院・診療所・
訪看ST

④各病院・診療
所は、回答済
の調査票を政
令市へ送付

④各病院・診療
所は、回答済
の調査票を都
道府県へ送付

NCNP

訪問看護
(一部紙媒体)
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６３０調査と医療計画策定関連のスケジュール

• 6/23 厚労省から都道府県・政令市に依頼通知発出

• 6/30時点の状況についての回答を依頼

• 8/31 自治体票・医療機関票の締切

• 9/29 訪問看護ST票の締切

• 10月予定 回答いただいた29年度630調査の速報として

・住所市区町村毎・65歳以上/未満の入院患者数

・2次医療圏毎 病院・診療所の機能

を各都道府県にお知らせします

• 12月予定 各都道府県から、精神医療圏区分け・医療機関一覧表のご提示

• 3月予定 29年度630調査 28年度のNDB値等より 「精神保健福祉資料」公表
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患者住所地ベースでの市区町村別長期入院患者数

1年以上入院患者数 うち自域内の病院以外の患者数
都道府県 市区町村 65歳未満 65歳以上 65歳未満 65歳以上
北海道 函館市 26 35 3 2

北斗市
松前町

･･･

青森 弘前市
黒石市
平川市

･･･

･･･ ･･･

10月にお知らせ予定の29年度630調査速報版のイメージ

届け出

研修の有無
（1:有、0:無）

受講した医師数 受講した看護師数
研修の有無

（1:有、0:無）
受講した医師数

研修の有無
（1:有、0:無）

受講した職員(*)数

職員(*)：医師、常勤看護師、
常勤作業療法士、常勤精神保
健福祉士、常勤臨床心理技術

者、常勤社会福祉士
北海道 南渡島 1 12 14 1 13 0 12 1 1 1 0 1

南檜山 0 0
…

･･
･

青森 津軽地域

･･
･

･･
･

･･
･

都道府県 二次医療圏

救急患者精神科継続支援料の
施設基準に定められた研修

研修
平成28年度診療報酬改定で新設された

「依存症集団療法」の施設基準に定められている研修
診療報酬で算定される精神科専門療法

「認知療法・認知行動療法」の施設基準に定められている研修
重度アルコール依存症入
院医療管理加算の届出の

有無

（1:有、0:無）

認知行動療法の届出の
有無

（1:有、0:無）

精神科救急・合併症入
院料の届出の有無

摂食障害入院医療管理
加算の届出の有無

依存症集団療法の届出
の有無

入院料 入院患者数(平成29年6月30日0時時点在院)

統合失調症 うつ 認知症 … １年以上
３ヶ月以上１
年未満

３ヶ月未満 65歳以上 65歳未満

特定機能病院入
院基本料(13対

1)

特定機能病院入
院基本料(15対

1)
医療観察法

18対1入院基本
料

20対1入院基本
料

特別入院基本料
特定機能病院入
院基本料(7対

１)

特定機能病院入
院基本料(10対

1) 

特殊疾患病棟入
院料

児童・思春期精
神科入院医療管

理料

10対1入院基本
料

13対1入院基本
料

15対1入院基本
料

精神科救急入院
料

入院期間 年齢

その他 入院患者総数

病名

精神科救急・合
併症入院料

精神科急性期治
療病棟入院料

精神療養病棟入
院料

認知症治療病棟
入院料

地域移行機能強
化病棟入院料
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新たな精神病床における基準病床数の算定式は、平成30年度から開始する第７次医療計画と第５期障害福祉計
画が連動するように、第５期障害福祉計画の最終年度である平成32年度末の精神病床における入院需要（患者数

）との整合性を図る。

現状・課題
○現行の精神病床の基準病床数の算定式は、「精神保健医療福祉の改革ビジョン（平成16年）」における精神保健医療福

祉体系の再編の達成目標である、①平均残存率（１年未満群）24％以下、②退院率（１年以上群）29％以上を前提とし
ていることから、新たな目標値との整合性の図られた算定式へと見直す必要がある。

○この際、平成30年度から開始する医療計画と障害福祉計画が連動するように、第５期障害福祉計画の最終年度である
平成32年度末の精神病床における入院需要（患者数）との整合性を図る必要がある。

対応方針（新たな算定式への見直し）

○平成30年度から開始する医療計画では、精神病床における基準病床数の算定式を以下の通り見直す。

新たな精神病床における基準病床数
＝(平成32年度末の入院需要（患者数）＋流入入院患者－流出入院患者)÷病床利用率

急性期入院需要

急性期入院需要

回復期入院需要 慢性期入院（長期入院）需要

回復期入院需要 慢性期入院（長期入院）需要
地域移行に伴
う基盤整備量

平成26年

平成32年度末

平成32年度末の入院需要（患者数）

急性期:3ヶ月未満の入院、回復期:3～12ヶ月未満の入院、慢性期:12ヶ月以上の入院

※第７次医療計画の中間年において、第６期障害福祉計画と整合性が図られるように基準病床数を見直す。 18

３．精神病床に係る基準病床の算定



都道府県のアウトカム目標値の設定

• 基準病床数と基盤整備量と目標値の
関係は?

• 基準病床数が大幅に減ることで地域
の医療体制整備に支障はないか?

• 地域基盤必要量は都道府県全体だが、
地域基盤の整備は都道府県の役割で
はないはずだが・・

?

改革シナリオに基づく追加の基盤整備量（目標値） *長期入院患者数・基盤整備量

都道府県 東京都 *シート「1.入院患者数推計一覧_都道府県」にて選択

平成32年度末

α'： 80.0% β： 95.0% γ： 97.0%

(単位：人)

（参考） （参考）
平成32年度末における 平成32年度末における 平成32年度末における
改革のための 長期入院患者の内訳 長期入院患者の内訳
追加の必要整備量 （改革シナリオ） （H26現状投影）
認知症 認知症以外 認知症 認知症以外 認知症 認知症以外

40歳未満 0 95 0 247 0 341
40～64歳 8 1,338 81 3,475 88 4,813
65～74歳 26 954 274 2,478 300 3,432
75歳以上 224 661 2,341 1,717 2,565 2,378

合計 258 3,048 2,695 7,916 2,953 10,965

平成36年度末

α： 60.0% β： 95.0% γ： 97.0%

(単位：人)

（参考） （参考）
平成36年度末における 平成36年度末における 平成36年度末における
改革のための 長期入院患者の内訳 長期入院患者の内訳
追加の必要整備量 （改革シナリオ） （H26現状投影）
認知症 認知症以外 認知症 認知症以外 認知症 認知症以外

40歳未満 0 176 0 127 0 303
40～64歳 20 3,093 84 2,231 104 5,324
65～74歳 50 1,753 211 1,264 261 3,017
75歳以上 580 1,570 2,443 1,133 3,023 2,703

合計 651 6,592 2,738 4,754 3,388 11,347 19



入院患者数推計一覧 *将来の都道府県別入院患者数は住所地ベースで算出

都道府県を選択してください。

都道府県： 愛知県

○平成26年の入院受療率を用いた場合（現状投影）

平成26年
住所地ベース 施設所在地ベース 平成32年度末平成36年度末

総数 10,933 11,382 11,270 11,412
０～３月 2,224 2,238 2,288 2,309
３～１２月 1,698 1,735 1,781 1,821
１年以上 7,011 7,409 7,201 7,282

○改革シナリオに基づく入院需要の将来推計（目標値） *小数点第一位以下を四捨五入

α： 0.80 β： 0.95 γ： 0.97

※αは0.8～0.85を原則 ※βは0.95～0.96を原則 ※γは0.97～0.98を原則
総数

平成32年度末平成36年度末

総数 9,365 7,398
０～３月 2,288 2,309
３～１２月 1,781 1,821
１年以上 5,296 3,268

男性

平成32年度末平成36年度末

総数 4,817 3,735
０～３月 1,057 1,079
３～１２月 936 952
１年以上 2,824 1,704

女性

平成32年度末平成36年度末

総数 4,548 3,663
０～３月 1,231 1,230
３～１２月 845 869
１年以上 2,472 1,564

告示の範囲の中で、αβγ値を協議

介護保険部門・障害福祉部門との調整
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入院需要
（政策効果なし）

10,933 人

▲1,715人～1,235人

11,270 人

▲3,743人〜2,985人

11,412 人

平成36年度末（2025年）までの政策効果の見込みの内訳

②
③

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた目標設定(愛知県)

① 地域移行を促す基盤整備

4,014人～3,256人

政策
継続的な入院治療を要する長期入院患者（認知症除く）以外
（長期入院患者（認知症除く）の30～40%）
継続的な入院治療を要する長期入院患者（認知症除く）の25～30％
認知症による長期入院患者の13～19%

治療抵抗性統合失調症治療薬の普及
認知症施策の推進 108人～73人

2,686人～2,016人

1,220人～1,167人

地域移行する長期入院患者数の見込み（政策効果）

 政策効果を見込まない将来の入院需要を推計し、①「地域移行を促す基盤整備」、②「治療抵抗性統合失調症治療薬の普

及」、③「認知症施策の推進」による政策効果を差し引いて、入院需要の目標値を設定

急性期入院需要

2,224 人

急性期入院需要

2,288 人

急性期入院需要

2,309 人

回復期入院需要

1,698 人

回復期入院需要

1,781 人

回復期入院需要

1,821 人

慢性期入院需要

7,011人

慢性期入院需要

5,296人～5,776人

慢性期入院需要

3,268人～4,026人

政策効果による地域移行数

1,905人～1,425人

政策効果による地域移行数

4,014人～3,256人

Ｈ26年度末

Ｈ32年度末

Ｈ36年度末

（2025年）
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入院需要
（政策効果なし）

10,933 人

▲1,715人～1,235人

11,270 人

▲3,743人〜2,985人

11,412 人

平成36年度末（2025年）までの政策効果の見込みの内訳

②
③

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた目標設定(愛知県)

① 地域移行を促す基盤整備

4,014人～3,256人

政策
継続的な入院治療を要する長期入院患者（認知症除く）以外
（長期入院患者（認知症除く）の30～40%）
継続的な入院治療を要する長期入院患者（認知症除く）の25～30％
認知症による長期入院患者の13～19%

治療抵抗性統合失調症治療薬の普及
認知症施策の推進 108人～73人

2,686人～2,016人

1,220人～1,167人

地域移行する長期入院患者数の見込み（政策効果）

 政策効果を見込まない将来の入院需要を推計し、①「地域移行を促す基盤整備」、②「治療抵抗性統合失調症治療薬の普

及」、③「認知症施策の推進」による政策効果を差し引いて、入院需要の目標値を設定

急性期入院需要

2,224 人

急性期入院需要

2,288 人

急性期入院需要

2,309 人

回復期入院需要

1,698 人

回復期入院需要

1,781 人

回復期入院需要

1,821 人

慢性期入院需要

7,011人

慢性期入院需要

5,296人～5,776人

慢性期入院需要

3,268人～4,026人

政策効果による地域移行数

1,905人～1,425人

政策効果による地域移行数

4,014人～3,256人

Ｈ26年度末

Ｈ32年度末

Ｈ36年度末

（2025年）
・稼働率0.95
・流出入
を加味

基準病床数

問 平成 ２９年３月３１日付け厚生労働省医政局長通知「医療計画について」で示されているとおり，基準病床数については，「推計ワーク
シートβ版」で算出される数値ほか，精神病床における他都道府県から当該都道府県への流入入院患者数，精神病床にお ける当該都道府県から
他都道府県への流出入院患者数，精神病床利用率の数値が必要となります。
具体的 に把握する方法例は?

答 病床利用率に関しましては、告示で0.95とされております。
http://www.mhlw.go.jp/.../06-Seisakujouhou.../0000166884.pdf

県内外の流出入に関しましては、
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001141597
の12.13でそれぞれ県内外の精神病床の推計入院者数がわかります。
解釈の参考は、以下のようです。

12 **県にある医療施設では、推計入院患者数が25,500人で、そのうち24,000人は県内住所者、1,100人は県外住所者であった。
13 また、患者住所地別にみると、**県の推計入院患者数は24,800人で、そのうち24,000人は県内施設で受療し、800人は県外施設で受療してい

る。

意味は、都道府県全
域における上限設定

値である
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